
搬出汚染土壌処分制度の概要について 
 
１）搬出汚染土壌の処分方法（平成 15 年環境省告示第 20 号 搬出する汚染土壌の処分方法を定める件） 

 
 
 
 
 
 
 
２）搬出汚染土壌管理票制度 

（平成 15 年環境省告示第 21 号 搬出する汚染土壌の処分に係る確認方法を定める件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜参考＞ 産業廃棄物管理票制度（廃棄物処理法） 
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資料３


